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佐
賀
県
教
育
委
員
会
告
示
第
二
号 

 

佐
賀
県
文
化
財
保
護
条
例
（
昭
和
五
十
一
年
佐
賀
県
条
例
第
二
十
二
号
）
第
三
十
三
条
第

三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
表
に
掲
げ
る
佐
賀
県
重
要
文
化
財
の
指
定
（
平
成
十
三
年
佐
賀

県
教
育
委
員
会
告
示
第
一
号
）
に
基
づ
く
佐
賀
県
史
跡
に
つ
い
て
、
文
化
財
保
護
法
（
昭
和

二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
四
号
）
第
百
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
史
跡
の
指
定
が
な
さ
れ

た
の
で
、
神
埼
市
神
埼
町
姉
川
字
五
本
杉
一
一
四
二
番
一
及
び
一
一
六
五
番
を
除
き
そ
の
指

定
は
解
除
さ
れ
た
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
八
月
十
三
日 
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史
第
四
八
号 

  

記
号
番
号 

佐
賀
県
史
跡 

  

種 

別 

姉
川
城
跡 

  

名 

称 

神
埼
市
神
埼
町
姉
川
字
二

本
杉
一
二
四
番
ほ
か 

 

所 

在 

地 

姉
川
下
分
区 

ほ
か 

 

所 

有 

者 

平
成
二
二
年 

二
月
二
二
日 

 

解
除
年
月
日


